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東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

助成（第３回）実施要領 

 

公益財団法人日本デザインナンバー財団（以下「財団」という。）が、定款第４条

第２項の規定に基づいて実施する、東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会における交通の利便性向上事業に対する助成事業については、公益財団法人日本デ

ザインナンバー財団助成対象者選考規程（以下「選考規程」という。）に定めるほか、

この要領の定めるところによる。 

 

（目的） 

第１条 この助成事業は、東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における

交通の利便性向上事業に対して助成を行うことにより、当該競技大会の円滑な開催

を図り、大会の成功に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において「競技大会における交通の利便性向上事業」とは、競技大

会開催会場への観客輸送等に使用される旅客自動車運送事業に使用するバスの移

動等円滑化（バリアフリー化）事業をいう。 

２ この要領において「助成対象事業」とは、前項に掲げる事業をいう。 

３ この要領において「助成対象事業者」とは、助成金の交付を受けようとする団体

で、本条第１項に掲げた事業を実施する者（以下「事業者」という。）をいう。 

 

（助成対象事業等） 

第３条 財団理事長は、助成対象事業の実施に必要な経費（以下「助成対象経費」と

いう。）について、予算の範囲内において事業者に助成金を交付するものとする。 

２ 助成対象事業、助成対象事業者、助成対象経費、助成率・助成上限額、助成予算

額等は別表に定めるものとする。 

３ 財団理事長は、本条第１項の助成に係る実施期間及び申請期間等の募集要項を定

めるものとする。 

 

（交付申請） 

第４条 助成金の交付を受けようとする事業者は、様式第１による東京 2020 オリン

ピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業助成金交付申請書に添付資料

を添えて、募集要項に定める日までに財団理事長に提出しなければならない。 

２  前項の申請に当たっては、当該助成金に係る消費税等仕入控除税額（助成対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金
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額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じ

て得た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請

時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りで

はない。 

 

（交付決定及び通知） 

第５条 財団理事長は、前条第１項の申請を受け付けたときは、公益財団法人日本デ

ザインナンバー財団助成対象者選考委員会規程に基づく助成対象者選考委員会（以

下「委員会」という。）による交付決定を経て、様式第２による東京 2020オリンピ

ック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業助成金交付決定通知書（以下「交

付決定通知書」という。）により当該事業者に通知するものとする。この場合におい

て、委員会が適正な交付を行うために必要があると認め、交付申請に係る事項につ

き修正や条件を付して交付決定したときは、その内容を通知するものとする。 

２  財団理事長は、前条第１項に基づき申請された内容に不備があり、前項の交付決

定を行うことができない場合には、その申請を却下することができるものとする。 

３  交付決定額の算出にあたっては、千円未満の端数があるときは、その金額を切り

捨てた額とする。この規定は第１１条第２項の額の確定にも準用することとする。 

 

（不服の申立及び申請の取下げ） 

第６条 助成金の交付決定を受けた事業者は、当該交付決定通知書に係る助成金の交

付の決定内容又はこれに付された条件に不服がある場合、あるいは助成金の交付の

申請を取り下げようとする場合は、財団理事長が交付決定通知書に指定した期日ま

でにその旨を記載した書面を財団理事長に提出しなければならない。 

 

（交付決定の変更等の申請及び通知） 

第７条 助成金の交付決定を受けた事業者は、次の各号の一に該当するときは、あら

かじめ様式第３による東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便

性向上事業助成対象事業助成金交付決定後変更申請書を財団理事長に提出し、その

承認を受けなければならない。 

一 助成対象事業を中止又は完遂する見込みがなくなったとき。 

二 助成対象事業の内容を変更するとき。 

２ 財団理事長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じて、委員会に意

見を求めた上、交付決定の変更を行い、様式第４による東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会交通利便性向上事業助成金交付決定後変更通知書により助成対

象事業者に通知するものとする。 

３ 財団理事長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができるものとする。 

 

（助成予算額の変更による交付決定の変更通知） 
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第８条 財団理事長は、別表の助成予算額に変更が生じた場合は、委員会に意見を求

めた上、交付決定の変更を行い、様式第５による東京 2020 オリンピック・パラリ

ンピック競技大会交通利便性向上事業に係る助成金交付決定の変更通知書により

事業者に通知するものとする。 

 

（状況報告） 

第９条 助成金の交付決定を受けた事業者は、助成対象事業の遂行及び支出状況につ

いて財団理事長からの要求があった場合は、速やかに様式第６による東京 2020 オ

リンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業助成金助成対象事業遂行

状況報告書に添付資料を添えて指定期日までに財団理事長に報告しなければなら

ない。 

  なお、指定期日までに報告がない場合には、財団理事長は第１３条第１項第１号

に準じるものとして扱うことができる。 

 

（実績報告） 

第１０条 助成金の交付決定を受けた事業者は、助成対象事業を完遂した日から３０

日以内に、様式第７による東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通

利便性向上事業助成金助成対象事業実績報告書（以下「実績報告書」という。）に添

付資料を添えて財団理事長に報告しなければならない。 

２ 前項の実績報告に当たっては、当該助成金に係る消費税等仕入控除税額を減額し

て報告しなければならない。ただし、実績報告時において当該消費税等仕入控除税

額が明らかでないものについては、この限りではない。 

３ 第１項の実績報告の期限について、財団理事長の別段の承認を受けたときは、そ

の期限によることができる。 

４ 第１項の実績報告書による報告をした場合には、選考規程第９条の事業報告書を

提出したものとみなす。 

５ 交付申請日前に導入した車両に対し助成金の交付決定を受けた事業者は第１項

の規定に基づく実績報告は不要とする。 

 

（額の確定及び通知等） 

第１１条 財団理事長は、前条第１項の実績報告を受け付けたときは、必要に応じて

現地調査等を行い、その報告にかかる助成対象事業の実施結果が助成金の交付決定

の内容（第７条に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付し

た条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式第８によ

る東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業助成金の

額の確定通知書により当該事業者に通知するものとする。この場合において、適正

な交付を行うために必要があると認め、実績報告に係る事項につき修正や条件を付

して額を確定したときは、その内容を通知するものとする。 
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２ 前項の助成金の額を確定する場合においては、交付決定通知書に記載された助成

対象経費とそれに係る実際の支出額のいずれか少ない額に助成率を乗じて得た額

とする。ただし、助成上限額は別表に定めるとおりとする。 

３ 財団理事長は、交付申請日前に導入した車両に対し助成金の交付決定を行った場

合は、第５条第１項の規定に基づく交付決定の通知を行う際に、本条第１項に基づ

く交付すべき助成金の額を確定し、併せて当該事業者に通知を行うものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還） 

第１２条 第１０条第２項のただし書による助成金に係る消費税等仕入控除税額を

減額していない額の確定通知を受けた事業者において、消費税の申告等により当該

助成金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、様式第９による消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額報告書に添付資料を添えて速やかに財団理事長に

報告しなければならない。 

２ 財団理事長は、前項の報告を受け付けたときは、当該消費税等仕入控除税額の全

部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還期限は、当該命令のなされた

日から３０日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納による金額に対して、そ

の未納に係る期間に応じて年利１０．９５％の割合で計算した遅延金を徴すること

ができる。 

 

（交付決定の取消等） 

第１３条 財団理事長は、第７条第１項第１号の助成対象事業の中止等の申請があっ

た場合及び次の各号の一に該当するときは、委員会に意見を求めた上、第５条第１

項の交付決定の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。 

一 助成事業を実施せず、実施する意思が認められないとき。 

二 提出した書類に虚偽があったとき。 

三 助成金を目的以外に消費したとき。 

四 その他適正と認められないものとして財団の理事会が認めたとき。 

２ 財団理事長は、前項の取消しをした場合において、その取消しに係る部分に関し、

既に助成金が交付されているときは、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返

還を命ずることができる。 

３ 財団理事長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る助成金の受領の日

から納付の日までの日数に応じて、年利１０．９５％の割合で計算した加算金の納

付を合わせて命ずるものとする。 

 

（助成金の支払及び請求） 

第１４条 財団理事長は、第１１条第１項の交付すべき助成金の額を確定した後、助

成金を支払うものとする。 
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２ 額の確定の通知を受けた事業者が、前項の助成金の支払を受けようとするときは、

様式第１０による東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向

上事業助成金支払請求書を提出して財団理事長に請求しなければならない。 

 

（取得財産等の管理等） 

第１５条 助成金の交付を受けた事業者は、助成対象経費により取得し、又は効用の

増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、助成金の交付の目的に従

い財産の管理を行うものとし、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会

の大会終了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的運用を

図らなければならない。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第１６条 助成金の交付を受けた事業者は、取得財産等について、財産処分制限期間

を経過するまでの間、財団理事長の承認を受けないで処分してはならない。なお、

財産処分制限期間は国土交通省令に定める財産処分制限期間を準用することとす

る。 

２ 助成金の交付を受けた事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ

様式第１１による財産処分申請書を提出して財団理事長の承認を受けなければな

らない。 

３ 財団理事長は、前項の承認をしようとする場合において、交付した助成金のうち

第１項の処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を原則

として返還させることができる。さらに、当該処分により助成金の交付を受けた事

業者に利益が生じるときは、交付した助成金額の範囲内でその利益の全部又は一部

を財団に納付させることができる。 

 

（助成金の整理） 

第１７条 助成金の交付を受けた事業者は、助成対象事業に関する収支を明らかにし

た帳簿等を備え、助成対象事業完遂後５年間保存しなければならない。 

 

（帳簿等の保存） 

第１８条 助成金の交付を受けた事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、財産処分制

限期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 

一 取得財産等の得喪に関する書類 

二 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類 

 

（監査） 

第１９条 財団理事長は、助成金の交付後に助成対象事業に係る資金支出、会計処理、

車両等の確認等の監査が行えるものとし、事業者はこれに協力しなければならない。 
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（その他） 

第２０条 この要領に定めのないものについては、別に定めるところによる。 

 

 

附 則 

この要領は、令和３年３月１８日から施行する。 
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別表(第３条関係) 

バス車両の移動等円滑化（バリアフリー化）に要する事業 

助成対象事業 リフト付バス導入事業（東京オリンピック・パラリンピック競技

大会開催会場、その周辺の主要交通ターミナル又は宿泊施設等へ

の空港アクセス用として乗り入れを行う車両を対象とする。） 

助成対象事業者 １．東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催会場、その

周辺の主要交通ターミナル又は宿泊施設等への空港アクセス

運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者（路線定期運行を行

う者に限る。） 

２．上記１．の者に車両を貸与する者 

助成対象経費 １．リフト付バス（車両代替を含む。新車に限る。）の車両購入

費(車両本体価格) 

２．改造費（リフト及びエレベータの取り付け費用を含む） 

なお、助成の対象とする車両は、国土交通省が定める「移動等

円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関

する基準を定める省令（平成１８年国土交通省令第１１１号）」

に適合した車両とする。 

助成率・助成上

限額等 

１．助成率・助成上限額 

助成対象経費の１／４を乗じて得た額と、助成対象経費と

通常車両価格(個別に判断する)との差額に１/２を乗じて得た

額の何れか低い額以内を助成額とする。ただし、交付申請額

の総額が助成予算額を超えた場合には、助成予算額の範囲内

で助成額の上限額を調整する。 

２．通常車両価格 

上記１．の通常車両価格（消費税を除く。）は、リフト付きバ

スに改造するベースとなった同型の車両の通常車両価格とす

る。 

助 成 予 算 額 １９，２６０千円 



様式第１-１（第４条第１項関係） 

令和  年  月  日 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

申請者名：

代表者職名：

氏 名： 印   

所 在 地：

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

助成金交付申請書 

 標記事業について、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性

向上事業助成実施要領第４条第１項の規定に基づき、別添資料を添えて申請します。 

【本申請に係る連絡先】 

申 請 者 名

所 属 部 署

職名・担当者氏名 

所 在 地 〒 － 

連 絡 先 電 話 番 号 － － 

携帯電話番号 － － 

Ｆ Ａ Ｘ － － 

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ
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（※）事業種別について、いずれかに「〇印」を付し、台数を記すこと。

1

2

①

②

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

円

円

円

円

リフト付きバスに改造する前の通常の
バス車両本体価格

通常のバス車両本体価格について（消費税を除く）

助成対象経費（消費税を除く）
（8－（9+10+11+12+13）)

 交付申請額

円

円

その他補助金（当財団の助成を除く）

地方自治体の補助金（見込み額を含む）

国の補助金（見込み額を含む）

下取り金額

値引き金額

リフト付きバス車両本体価格 円

円

円

車両の名称

型式名

車両配属先営業所名

車両配属先住所

着手予定日

大型 中型 小型
支払方法別（一括、割賦/回数）

完了予定日

支払者氏名（予定）

 令和 年 月 日

 令和 年 月 日

交付申請者の
事業種別（※）

注意：本件申請の合計台数
を記入。そのうち、 本件資
料は何台目の車両なのかを
記入。

一般乗合

何台目 台数合計

申請：助成対象事業内容及び経費内訳（車両毎に作成）

様式第１-１ 別紙１　

助成対象事業について

3

車両サイズの別
「○印」を付す

経費及び補助金等について（消費税を除く）

車両を
貸与する者

何台目 台数合計
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様式第１-１ 別紙２

（一般旅客自動車運送に供する車両を貸与する者が申請する場合は添付すること。）

貸与する車両の状況

計

（注）本様式において有償で貸与することとする車両については、貸与料金の算定根拠明細書を添付すること。

2

3

使用者名
（一般旅客自動車運送事業者名）

車両

（該当する項目を囲む）

有償・無償の別 備考

有償　・　無償

申請者名

1

貸与する期間両数
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様式第１-１ 別紙３ 

確  約  書 

公益財団法人 

日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

 今回、交付申請する車両は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交

通利便性向上事業実施要領 別表の「助成対象事業」に掲げる車両であることを確約

します。 

令和  年  月  日 

申請者名 ：

代表者職名：

氏 名： 印   
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様式第１-１ 別紙４ 

  東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

助成金交付申請時の送付書類チェックリスト 

※下記「□欄」にチェックを入れ、封入時の書類不足がないか確認して下さい。

記 

□交付申請の車両全てに係る以下の交付申請書類一式を整えている。

□（様式第１-１）：交付申請書

□ 一般旅客自動車運送事業者「乗合（路線定期運行に限る）」であること

が確認できる資料（認可書、許可書等（写し））

□ 会社概要及び業務内容がわかる資料

□（様式第１-１ 別紙１）：助成対象事業内容及び経費内訳（車両毎に作成）

□ 導入車両に係る見積書（写し）（車両毎に作成）

□「リフト付きバス車両価格」と「同じ製造メーカ・同型のリフトを装着し

ていない通常のバス車両価格」の見積書（写し）) （車両毎に作成） 

□（様式第１-１ 別紙２）：貸与する車両の状況

□ 貸与料金の算定根拠明細書

□（様式第１-１ 別紙３）：確約書

□（様式第１-１ 別紙４）：送付書類チェックリスト

□ その他（ ） 
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様式第１-２（第４条第１項関係） 

令和  年  月  日 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

申請者名 ：

代表者職名：

氏 名： 印   

所 在 地：

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

助成金交付申請書 

 標記事業について、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性

向上事業助成実施要領第４条第１項の規定に基づき、別添資料を添えて申請します。 

【本申請に係る連絡先】 

申 請 者 名

所 属 部 署

職名・担当者氏名 

所 在 地 〒 － 

連 絡 先 電 話 番 号 － － 

携帯電話番号 － － 

Ｆ Ａ Ｘ － － 

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ

- 13 -



申請：助成対象事業内容及び経費内訳（車両毎に作成）

（※）事業種別について、いずれかに「〇印」を付し、台数を記すこと。

1

2

①

②

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

様式第１-２ 別紙１　

交付申請者の
事業種別（※）

一般乗合
車両を

貸与する者

注意：本件申請の合計台数
を記入。そのうち、本件資
料は何台目の車両なのかを
記入。

何台目 台数合計 何台目 台数合計

助成対象事業について

 車両の名称

 型式名

3
 車両配属先営業所名

 車両配属先住所

車両登録日  令和　　　年　　　月　　　日
車両サイズの別
「○印」を付す

支払完了日  令和　　　年　　　月　　　日

支払者氏名
大型 中型 小型

支払方法（一括、割賦/回数）

経費及び補助金等について（消費税を除く）

リフト付きバス車両本体価格

値引き金額

下取り金額 円

円

円

国の補助金（見込み額を含む）

地方自治体の補助金（見込み額を含む）

その他補助金（当財団の助成を除く）

通常のバス車両本体価格について（消費税を除く）

リフト付きバスに改造する前の通常のバス車両
本体価格

円

円

円

円

円

円

助成対象経費（消費税を除く）
（8－（9+10+11+12+13）)

 交付申請額
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様式第１-２ 別紙２

（一般旅客自動車運送に供する車両を貸与する者が申請する場合は添付すること。）

貸与する車両の状況

計

（注）本様式において有償で貸与することとする車両については、貸与料金の算定根拠明細書を添付すること。

3

（該当する項目を囲む）

有償　・　無償

貸与する期間 有償・無償の別 備考

1

2

申請者名

使用者名
（一般旅客自動車運送事業者名）

車両 両数
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様式第１-２ 別紙３ 

確  約  書 

公益財団法人 

日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

 今回、交付申請をする車両は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会

交通利便性向上事業実施要領 別表の「助成対象事業」に掲げる車両であることを確

約します。 

令和  年  月  日 

申請者名 ：

代表者職名：

氏 名： 印   
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様式第１-２ 別紙４ 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

助成金交付申請時の送付書類チェックリスト 

※下記「□欄」にチェックを入れ、封入時の書類不足がないか確認して下さい。

記 

□交付申請の車両全てに係る以下の交付申請書類一式を整えている。

□（様式第１-２）：交付申請書

□ 一般旅客自動車運送事業者「乗合（路線定期運行に限る）」であること

が確認できる資料（認可書、許可書等（写し））

□ 会社概要及び業務内容がわかる資料

□（様式第１-２ 別紙１）：助成対象事業内容の経費内訳（車両毎に作成）

□ 納品請求書（写し）（車両毎に作成）

□「リフト付きバス車両価格」と「同じ製造メーカ・同型のリフトを装着

 していない通常のバス車両価格」の見積書（写し）（車両毎に作成） 

□ 払込書（写し）（車両毎に作成）

□ 領収書（写し）（車両毎に作成）

□ 自動車検査証（写し）、（車両毎に作成）

□（様式第１-２ 別紙２）：貸与する車両の状況

□ 貸与料金の算定根拠明細書

□ リース契約書（写し）（車両毎に作成）

□（様式第１-２ 別紙３）：確約書

□ 移動円滑化適合であることの書類（車両ごとに作成）

□ 車両の写真：前方、右側面、左側面、後方からのカラー写真

（車両毎に作成）

□（様式第１-２ 別紙４）：送付書類チェックリスト

□ その他（ ） 
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様式第２（第５条第１項） 

日デ財発第 号 

令和  年  月  日 

●申請者● 殿

公益財団法人日本デザインナンバー財団 

理 事 長       印 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

助成金交付決定通知書 

 令和  年  月  日付  第  号をもって交付申請のありました標記事業

について、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業助

成実施要領第５条第１項の規定に基づき通知します。 

記 

1. 交付決定額：金  円 

（助成対象経費： 金 円） 

（複数車両の場合の内訳は別紙のとおり） 

２．交付決定に付す条件 

●●・・・・・・・・・・・・・・・●●

（注意）要領第６条に規定する当財団が指定した期日とは、交付決定日を含め７日を

経過する日とする。 
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様式第３（第７条第１項） 

令和  年  月  日 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

申請者名 ：

代表者職名：

氏 名： 印   

所 在 地：

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

変更承認申請書 

 令和  年  月  日付日デ財発第  号をもって交付決定のありました標記

事業について、申請内容を変更したいので東京 2020オリンピック・パラリンピック

競技大会交通利便性向上事業助成実施要領第７条第１項の規定に基づき資料を添え

て申請します。 

記 

１．一般旅客自動車運送事業者の種別 

２．導入車両の種別 

３．変更する理由 

４．変更前・変更後の内容 

５．変更後の添付資料 

６．その他 
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様式第４（第７条第２項） 

日デ財発第 号 

令  年  月  日 

●申請者● 殿

公益財団法人日本デザインナンバー財団 

理 事 長        印 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

変更に係る助成金交付決定の変更承認通知書 

 令和  年  月  日付  第  号をもって変更申請のありました標記事業

について、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業助

成金実施要領第７条第２項の規定に基づき通知します。 

記 

１． 変更後の（新）交付決定額： 金 円 

 （助成対象経費： 金  円） 

２． 変更前の（旧）交付決定額： 金 円 

 （助成対象経費： 金  円） 

（複数車両の場合の内訳は別紙のとおり） 

２．変更後の交付決定に付す条件 

●●・・・・・・・・・・・・・・・●●
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様式第５（第８条） 

日デ財発第 号 

令和  年  月  日 

●申請者● 殿

公益財団法人日本デザインナンバー財団 

理 事 長        印 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

に係る助成金交付決定の変更通知書  

 標記事業について、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性

向上事業助成金実施要領第８条の規定に基づき、下記のとおり交付決定を変更した

ので同条の規定に基づき通知します。 

記 

１．変更後の（新）交付決定額：金  円 

（助成対象経費：金 円） 

  変更前の（旧）交付決定額：金 円 

（助成対象経費：金 円） 

（複数車両の場合は内訳別紙のとおり） 

２．交付決定に付す条件 
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様式第６（第９条） 

令和  年  月  日 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

申請者名 ：

代表者職名：

氏 名： 印   

所 在 地：

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

状況報告書 

 令和  年  月  日付日デ財発第  号をもって依頼のありました標記事業

について、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業実

施要領第９条の規定に基づき資料を添えて報告します。 

記 

１．助成対象事業の遂行状況 

※進捗状況を示す資料を添付のこと

２．助成対象事業完遂の見通し 

※上記１．を踏まえつつ時期を明示すること
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様式第７（第１０条第１項） 

令和  年  月  日 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

申請者名 ：

代表者職名：

氏 名： 印   

所 在 地：

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

実績報告書 

 令和  年  月  日付日デ財発第  号をもって交付決定のありました標記

事業について、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事

業助成実施要領第１０条第１項の規定に基づき、別添資料を添えて報告します。 
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（※）事業種別について、いずれかに「〇印」を付し、台数を記すこと。

1

2

①

②

4

5

6

7

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

バス車両価格について

円 円 円

円 円 円
助成対象経費
（消費税除く)

(8-(9+10+11+12+13))

②実施値（実績報告時）

 異なる理由
14

リフト付きバスに改造
する前の通常のバス車
両本体価格
（消費税除く)

差異①－②①申請値（申請時）

 異なる理由

 異なる理由
13

様式第７ 別紙１　　

交付申請者の
事業種別（※）

注意：本件申請の合計台数を
記入。そのうち、本件資料は
何台目の車両なのかを記入。

台数合計

一般乗合

何台目

交付決定額

円

台数合計

車両を
貸与する者

何台目

実績：助成対象事業内容及び申請値・実績値の経費内訳（車両毎に作成）

 異なる理由

 異なる理由

12

11

10

 その他補助金
（当財団の助成を除
く)

 地方自治体の
 補助金
(見込み額を含む)

 下取り金額

 国の補助金
(見込み額を含む)

3

助成対象事業について

該当の車両サイズに
「○印」を記載

 完了日

 着手日

 車両配属先住所

 車両配属先営業所名

 型式名

 車両の名称

 令和 年 月 日

 令和 年 月 日

①申請値（申請時） ②実施値（実績報告時）

 支払者氏名
中型

 異なる理由

 異なる理由

小型大型

 値引き金額

経費及び補助金等

8

差異①－②

9

 支払方法（一括、分割：月数））

※8～14の各項目ごとに申請時の数値と実績数値が異なる理由を具体的に記入すること（金額は消費税除く）

リフト付きバス
車両本体価格

(リフト価格及び取
り付け費用を含む)
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様式第７ 別紙２

（一般旅客自動車運送に供する車両を貸与する者が申請する場合は添付すること。）

貸与する車両の状況

1

2

3

計

（注）本様式において有償で貸与することとする車両については、貸与料金の算定根拠明細書を添付すること。

申請者名

使用者名
（一般旅客自動車運送事業者名）

車両 両数 有償・無償の別 備考

（該当する項目を囲む）

貸与する期間

有償　・　無償
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様式第７ 別紙３ 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

助成金実績報告時の送付書類チェックリスト 

※下記「□欄」にチェックを入れ、封入時の書類不足がないか確認して下さい。

記 

□交付決定のあった車両全てに係る下記の実績報告書類一式を整えている。

□（様式第７）：実績報告書

□（様式第７ 別紙１）：助成対象事業内容及び申請値・実績値の経費内訳

（車両毎に作成）

□ 納品請求書（写し）（車両毎に作成）

□ 払込書（写し）（車両毎に作成）

□ 領収書（写し）（車両毎に作成）

□ 自動車検査証（写し）（車両毎に作成）

□ 移動円滑化適合であることの書類（車両毎に作成）

□ 車両の写真：前方、右側面、左側面、後方からのカラー写真

（車両毎に作成）

□（様式第７ 別紙２）：貸与する車両の状況

□ 貸与料金の算定根拠明細書

□ リース契約書（写し）（車両毎に作成）

□（様式第７ 別紙３）：送付書類チェックリスト

□ その他（ ） 
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様式第８-１（第１１条第１項） 

日デ財発第 号 

令和  年  月  日 

●申請者● 殿

公益財団法人日本デザインナンバー財団 

理 事 長        印 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

助成金の額の確定通知書 

 令和  年  月  日付  第  号をもって実績報告のありました標記事業

について、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業助

成金実施要領第１１条第１項の規定に基づき額の確定を行ったので通知します。 

記 

額の確定額：金 円 

（複数車両の場合の内訳は別紙のとおり） 
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様式第８-２（第１１条第３項） 

日デ財発第 号 

令和  年  月  日 

●申請者● 殿

公益財団法人日本デザインナンバー財団 

理 事 長        印 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

助成金の額の確定通知書 

 令和  年  月  日付  第  号をもって交付決定のありました標記事業

について、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業助

成金実施要領第１１条第３項の規定に基づき額の確定を行ったので通知します。 

記 

額の確定額：金 円 

（複数車両の場合の内訳は別紙のとおり） 
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様式第９（第１２条第１項） 

令和  年  月  日 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

申請者名 ：

代表者職名：

氏 名： 印 

所 在 地：

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

に係る消費税及び地方消費税の仕入れ控除税額報告書 

 標記事業について、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性

向上事業助成金実施要領第１２条第１項の規定に基づき下記資料を添えて報告しま

す。 

記

１．額の確定額（実施要領第１１条による額の確定額） 

金 円 

２．交付申請時の助成対象経費（消費税等仕入れ控除税額の減額前） 

金 円 

３．交付申請時の助成対象経費から消費税等仕入れ控除税額を除いた金額 

金 円 

４．上記３．の金額を基に別紙の規定に基づき算出した消費税等仕入れ控 

除税額後における助成額          金 円 

５．「上記１．記載金額」から「上記４．記載金額」を差し引いた金額 

金 円 

６．助成金返還金額（上記５．で求めた金額が正の数である場合に限る） 

（注２）金 円 

（注１）本報告に関する資料（確定申告書等）等を添付、かつ、助成対象事業に係る個所のみを抜粋

し明記すると共に、上記２.及び３.が明確に判別できるようマーカーで印を付して示すこと。 

（注２）上記６．記載金額については、実施要領第１２条第２項の規定に基づき返還を命じます。 
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様式第１０（第１４条第２項） 

令和  年  月  日 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

申請者名 ：

代表者職名：

氏 名： 印 

所 在 地：

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

助成金支払請求書 

令和  年  月  日付日デ財発第  号をもって貴財団より額の確定通知のあ

りました標記事業について、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通 

利便性向上事業助成実施要領第１４条第２項の規定に基づき下記のとおり支払請求し

ます。 

記 

１．請求額：金   円 

２．振込先金融機関名     ：

  （金融機関コード番号）：

３．支店名 ：

（支店コード番号） ：

４．預 金 種 別     ：

５．口 座 番 号     ：

６．受取人（口座名義人）氏名：

（フリガナ） ：
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様式第１１（第１６条第２項） 

令和  年  月  日 

公益財団法人 

日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

申請者名 ：

代表者職名：

氏 名： 印 

所 在 地：

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業 

取得財産の処分申請書 

標記事業について、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利 

便性向上事業実施要領第１６条第２項の規定に基づき下記書類を添付して申請しま

す。 

記 

１．処分する取得財産（名称、型式、画像等を別紙に記入し添付） 

２．国土交通省令に定める財産処分制限期間  ：     年間 

（始期）令和  年  月 ～（終期）令和  年  月 

３．処分予定日（年月日） ：令和  年  月  日 

４．処分理由（具体的理由を別紙に記入し添付） 

５．処分予定日の属する月の帳簿価格 ：金 円 

６．処分することにより発生する収入 ：金 円 

（見積書添付） 

７．処分することにより発生する費用    ：金 円 

（見積書添付） 

８．上記「６．」から「７．」を差し引いた金額：金 円 

※上記８．記載数値が正の数値の場合は当該金額の返納が必要
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